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碧海信用金庫は、地域金融機関としてSDGsの取り組みを通じて持続可能な地域社会の実現に貢献します。
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碧海信用金庫は、地域金融機関としてSDGsの取り組みを通じて持続可能な地域社会の実現に貢献します。

一般社団法人金融データ活用推進協会へ加盟

公益財団法人碧海育英会の2024年度奨学生を決定

信金中央金庫との共催セミナー「～プロフェッショナルに聞く～
人材不足の時代を生き抜くためのポイント」を開催

「ＷＦＰ国連世界食糧計画」に寄付

安城高等学校でＳＤＧｓに関する授業を実施

　愛知県内信用金庫で初めて一般社団法人金融データ活用
推進協会（FDUA）に加盟しました。FDUAでは「金融データで
人と組織の可能性をアップデートしよう」をミッションに掲げて
います。当金庫もAIやデータ利活用に関する知見を取り入れ、
引き続き地域金融機関としてお客さまのデジタルによる課題
解決に向けて取り組んでまいります。

　4月15日に定期積金「yell（エール）2023」の総満期契
約額の一定率に相当する金額を、国連WFP協会を通して
「WFP国連世界食糧計画」に
寄付しました。
　今年度も定期積金「ye l l
（エール）2024」の取り扱い
を始めており、引き続きWFP
国連世界食糧計画に寄付して
まいります。

　当金庫の創立15周年記念事業として1966年に設
立された碧海育英会では、2024年度の奨学金支給
対象者20名を決定しました。営業エリア内の中学生を
対象として、社会に貢献できる人材の育成を目的に半
世紀以上にわたって育英事業を継続し、奨学生の総数は
のべ1,000名を超えています。

　愛知県立安城高等学校では、総合的な探究の時間におい
て「SDGs探究」の授業を実施しています。6月13日には当
金庫の職員が講師として出向き、「はたらきがい」をテーマに
お話をしました。

　5月23日に、人材不足に経営課題を有するお客さま向け
のセミナーを開催しました。外部講師をお招きし、新たな人
材活用の方法や人材の獲得・定着に成功した取り組みや事
例をお話いただき、多数の
お客さまにご参加いただき
ました。

　取引先との会食やゴルフ、あるいはお中元、お歳暮といった費用は、事業を円滑に進めるうえで必要な経費です。しかしなが

ら、法人税法では、事業に必要な交際費であっても、一定の額しか損金（税務上の費用）に算入できないこととされています。

　今回は、法人税法における交際費の取扱いについて、そのポイントをご紹介します。

山本康裕税理士事務所　税理士　山本康裕

知っておきたい税情報

　交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先、株主その他事業に関係のある者などに
対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

交際費等の範囲1

　上記 1 に該当するものであっても、次に掲げる費用については交際費等から除かれます。

交際費等から除かれる費用2

　交際費等は、法人の期末資本金の額に応じて、損金に算入することができる金額が定められています。

交際費等の損金算入額3

　上記のように、資本金1億円以下の中小法人の場合は、交際費等の支出のうち、年800万円までは損金に算入することができ
ますので、ほとんどの中小企業にとっては、交際費等に該当するかどうかはそれほど問題ではありません。（もっとも事業に関係の
ない支出は、損金に算入できませんのでその点については注意が必要です。）
　一方、資本金1億円超100億円以下の法人の場合は、接待飲食費の50％までは損金に算入することができますが、それ以外
の交際費等は損金不算入（課税対象）となり、また、資本金100億円超の大法人の場合は、交際費等の全額が損金不算入となり
ますので、交際費等に該当するか否かの区分は極めて重要な問題となります。
　ただし、今回の税制改正で、令和6年4月1日以降、一人当たり10,000円以下（従前は5,000円以下）の接待飲食費は交際費
等から除かれることになりましたので、この点については朗報といえます。

留意すべきポイント4

交際費課税について

交際費課税の概要

専ら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等の費用

カレンダー、手帳その他これらに類する物品を贈与するための費用

会議に関連して、茶菓、弁当などの飲食物を供与するための費用

飲食等のために要する費用（役員、従業員等の接待のために支出するものを除く）で、
一人当たり5,000円以下（令和6年4月1日以降は、一人当たり10,000円以下）の費用
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年800万円または接待飲食費の50％

0（全額が損金不算入）

適切な支出であれば限度制限なし

資本金100億円超の法人

接待飲食費の50％資本金1億円超100億円以下の法人

（参考） 個人事業主

資本金1億円以下の中小法人
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